
平成２９年度あきる野市下水道事業特別会計予算
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議案第２６号 

 

   平成２９年度あきる野市下水道事業特別会計予算 

 

 平成２９年度あきる野市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，５１５，８２１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 ２９６，０００千円と定める。 

 

  平成２９年２月２１日提出 

 

                   東京都あきる野市長 澤 井 敏 和 
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第２表  債務負担行為 

事   項 期   間 限   度   額 

地方公営企業法適用支援 

業務委託 

平成 29 年度から 

平成 31 年度まで 
３９，９８５千円 

 



第３表　地方債　   

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法

千円

　公共下水道事業 167,700

　流域下水道事業 107,000

　下水道事業債特別措置分 172,800

　資本費平準化債 669,100

　公営企業会計適用債 5,500

計 1,122,100

証書借入

又は

証券発行

　３.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　借入れのときより
据置期間を含み４０
年以内に償還する。
ただし、財政その他
の都合により償還期
限を短縮し、若しく
は繰上償還又は低利
債に借換えすること
ができる。

償 還 の 方 法利　　　率
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給　与　費　明　細　書

１　特　別　職

その他の

特 別 職

その他の

特 別 職

その他の

特 別 職
0

0

計

0

0 0

0

1,647

1,647

1,647

1,647

比　　較

長　 等

議 　員

計

前　年　度

長　 等

議 　員

1

計

計

1

1

議 　員

1

職 員 数
 

(人)
期 末 手 当区　　分

長　 等

その他
の手当

本  年  度

年間支給率(月分)
報　酬 給　料

1,647

1,647

1,647

1,647

給　与　費
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（単位：千円）

共　済　費 合　　計 備　　　考

0 1,647

0 1,647

0 1,647

0 0

0 0

0 1,647
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２　一　般　職

　（１）　総　括

2,098

地域手当 住居手当

35,985

175

超過勤務手当

158

15,125

△ 919

35,241

△ 744

19,941

給　　料

16,044

職 員 数
      (人)

20,1165

5

100

96

通勤手当

196

△ 180

区　　　分

本　年　度

前　年　度

比　　　較

職 員 手 当 等 計

給　　与　　費

報　　酬

前 年 度

比　　較

職員手当

等の内訳

本 年 度

区　　分

150

8

1,038

△ 186

扶養手当

852

2,099

△ 1

0

180

等の内訳
前 年 度

比  較

退職手当負担金

2,918

3,091

△ 173

区　　分

職員手当
本 年 度

0
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（単位：千円）

共　済　費 合　　計 備　　考

6,346 41,587

△ 276 △ 1,020

6,622 42,607

（単位：千円）

特殊勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当
管 理 職 員
特別勤務手当

児童手当

30 820

20 0 8,293 30

△ 2600 0 △ 227 0

560

20 0 8,520
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（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分 増  　減 　 額

給　料 175

121

54

職員手当等 △ 919 189

△ 1,108

（３）　給料及び職員手当の状況

　ア　職員一人当たり給与

　イ　初任給（平成２９年１月１日現在）

区　　分
市　　の　　制　　度

一 般 行 政 職　（円） 技 能 労 務 職　（円）

142,000高　　校　　卒

大　　学　　卒

144,600

181,200

平成２９年１月１日現在

平成２８年１月１日現在

平 均 給 料 月 額　（円）

平 均 給 与 月 額　（円）

平　 均　 年　 齢　（歳）

平 均 給 料 月 額　（円）

平 均 給 与 月 額　（円）

平　 均　 年　 齢　（歳）

区　　分

その他の増減分

昇給に伴う増加分

その他の増減分

増   減   事   由   別   内   訳

給与改定に伴う増減分

制度改定に伴う増減分
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給与改定の状況

平均昇給率　　0.54％

扶養手当 △ 186 増減額の内訳 給　与 その他 計　

地域手当 △ 1 改定分 増減分

住居手当 △ 180 　扶養手当 － △ 186 △ 186

通勤手当 100 　地域手当 － △ 1 △ 1

超過勤務手当 8 　住居手当 － △ 180 △ 180

期末勤勉手当 △ 227 　通勤手当　 － 100 100

児童手当 △ 260 　超過勤務手当　 － 8 8

退職手当負担金 △ 173 　特殊勤務手当 － － －

　管理職手当　 － － －

　期末勤勉手当 189 △ 416 △ 227

　管理職員特別勤務手当 － － －

　児童手当 － △ 260 △ 260

　退職手当負担金 － △ 173 △ 173

技 能 労 務 職

－

－

－

－

－

－

技能労務職（円）

143,500

　本年度　給料表改定率見込　　－　％　実施時期　平成－年－月－日

　前年度　給料表改定率　      －  ％　実施時期　平成－年－月－日

説　　明

一 般 行 政 職

職員構成の変動に伴う増

備　　考

50.7

371,820

358,120

182,700

一 般 行 政 職　（円）

146,100

国　　の　　制　　度

429,092

52.4

437,262
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　ウ　級別職員数

　　（級別の標準的な職務内容）

　エ　昇給

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(％)

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(％)

比　　　　　　  　　率　(Ｂ) ／ (Ａ) 80.0 80.0

６号給

4 4

６号給

１号給

1

４号給

本

年

度

職 員 数   (Ａ) 5

号 給 数 別 内 訳

２号給

3

昇 給 に 係 る 職 員 数

２号給

1３号給

３号給

合　　計

５号給 1

１号給

  (Ｂ)

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

80.0

3 60.0 ２　級

  (Ｂ) 4 4

号 給 数 別 内 訳

５号給

1

5

3

比　　　　　　  　　率　(Ｂ) ／ (Ａ) 80.0

5 100.0

5

４号給 3 3

昇 給 に 係 る 職 員 数
前

年

度

職 員 数   (Ａ) 5

４　級

20.0

職 員 数(人)構 成 比(％)
区　　分

級 職 員 数(人)

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

構 成 比(％) 級

1

２　級

５　級

３　級 ３　級

代 表 的 な 職 種

１　級

区　　分

平成29年1月1日現在
２　級 4 80.0 ２　級

１　級 １　級

計 5 100 計

５　級

４　級

３　級 2 40.0 ３　級
平成28年1月1日現在

区　分 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級

計

１　級

定型的な業務を
行う職務

１　級

一般行政職 部長等の職務 課長等の職務
課長補佐、係長

等の職務
主任の職務

計
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　オ　期末勤勉手当

　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 平成２９年１月１日現在

　キ　地域手当

　ク　特殊勤務手当

　ケ　その他の手当（平成２９年１月１日現在）

本 年 度

国の制度 2.275

2.075 2.325 4.4前 年 度

支給率等

区　　分

4.32.025

45.023.5 31.5 45.0

国の制度
(支給率等)

定年前早期退職特例措置（2％
から45％加算)

25年勤続の者35年勤続の者
その他の加算措置等

最高限度

定年前早期退職特例措置（2％
から20％加算)

(月分) (月分) (月分) (月分)

2.275

25.55625 34.5825 49.59 49.59

20年勤続の者

区　　分 支給率計(月分)
支　給　期　間　別　支　給　率

６月　(月分) １２月　(月分)

2.125 4.4

備　考

部長級職20%、課長級職15%、課長補佐
級職10%、係長級職6%、主任級職3%

　給 料 総 額 に 対 す る 比 率　　　　(％)

　10　％
　10　％

5　人

技 能 労 務 職
全職種

一 般 行 政 職

 13,000円

　6,500円

支　 給　 対　 象　 地　 域

支　　　 給　 　　率　 (％)

代　表　的　な　職　種

国の指定基準に基づく支給率（％）全　　地　　域

区　　分

支 給 対 象 職 員 数 　(人)

区　　分

１００

出動手当

１００

 13,500円  11,000円

市 国

  6,000円

 支給限度額　   31,600円　支給限度額　13,290円

 賃貸住宅支給限度額 27,000円
（年齢制限なし）

 15,000円(35歳未満）

　5,000円（1人につき）

０．１０．１

　支 給 対 象 職 員 の 比 率　(平成29年1月1日現在)

　代　表　的　な　特　殊　勤　務　手　当　の　名　称

通勤手当 異 交 通 用 具 使 用 者

異住居手当 借家・借間に居住する世帯主等

扶養手当

満16歳の年度初めから満22
歳の年度末までの子

国の制度
との異同

欠 配 第 １ 子

そ の 他
異

配 偶 者

差　　　　異　　　　の　　　　内　　　　容

 13,500円

  4,000円（1人につき）

部長級職20%、課長級職15%、課長補佐
級職10%、係長級職6%、主任級職3%

有

職制上の段階・職務の等級等
による加算措置

備　考
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債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事　　　　　項 限　　度　　額
前年度末までの支出（見込）額

期　　間 金　　額

地方公営企業法適用支援業務
委託
　　　　（平成２９年度）

３９，９８５
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（単位：千円）

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額
左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源
一 般 財 源

期　　間 金　　額 国都支出金 地　方　債 そ　の　他

１８５
平成２９年度から
平成３１年度まで

３９，９８５ ３９，８００
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（単位：千円）

前前年度末 前　年　度　末 当 該 年 度 末

現 　在　 高 現在高見込額 現在高見込額

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 中
元金償還見込額

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み

                               当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　　　　　　分

合            計

(1)

(2)

2

(3)

3 公営企業会計適用債

1 下 水 道 債

2,086,017

167,700

107,000

172,800

22,212,494

4,618,324

21,293,094 1,122,100

1,691,289

4,967,096 669,100 394,728

1,322,422

230,037

20,329,177

5,241,468

15,077,909

11,842,493

1,868,506

1,366,910

447,500

138,830

12,997,215

1,991,543

資 本 費 平 準 化 債

公共下水道事業債

流域下水道事業債

下 水 道 事 業 債
特 別 措 置 分

1,332,940

17,594,170

14,171,704

2,137,116

1,285,350

16,321,698

0 4,300 5,500 0 9,800
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